
提

出

者

岩

國

哲

人

平
成
十
七
年
七
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

一

〇

四

号

中
央
省
庁
の
公
務
員
に
よ
る
株
取
引
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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中
央
省
庁
の
公
務
員
に
よ
る
株
取
引
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

先
日
、
経
済
産
業
省
の
職
員
に
よ
る
省
内
の
プ
ー
ル
金
を
使
っ
た
株
取
引
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
同
じ
く
経
済
産
業

省
の
職
員
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
疑
い
で
、
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
に
よ
り
東
京
地
検
に
告
発
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う

な
状
況
を
踏
ま
え
て
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

霞
ヶ
関
に
あ
る
中
央
省
庁
の
中
で
、
今
回
問
題
と
な
っ
た
よ
う
な
プ
ー
ル
金
や
そ
の
類
似
の
口
座
の
存
在
に
つ
い
て
調
査

は
行
っ
て
い
る
の
か
。
行
っ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
の
調
査
は
い
つ
完
了
す
る
の
か
。
ま
た
、
現
在
ま
で
に
把
握
で
き
た
も
の

は
あ
る
か
。
省
庁
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

経
済
産
業
省
の
職
員
の
中
で
、
本
年
一
月
以
来
、
カ
ネ
ボ
ウ
株
を
取
引
し
た
職
員
の
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

今
回
の
問
題
を
受
け
て
、
経
済
産
業
省
で
は
全
職
員
の
株
取
引
を
一
年
間
自
粛
す
る
措
置
を
と
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
措

置
を
過
去
に
お
い
て
と
っ
た
省
庁
と
そ
の
効
果
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
株
取
引
の
報
告
な
ど
、

他
の
方
法
で
不
正
を
防
ぐ
措
置
を
と
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
は
ど
の
省
庁
か
。

四

大
臣
、
副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
に
対
し
て
、
現
在
、
株
取
引
に
関
す
る
何
ら
か
の
規
制
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
制
約

は
と
ら
れ
て
い
る
か
。
具
体
的
に
答
え
ら
れ
た
い
。

一



右
質
問
す
る
。

二


